
１　運転免許申請書に添付する写真

極端に顔が小さい 頭が切れている 中心からずれている

背景が単色でない スナップ写真 目が隠れている 目を閉じている 影がある

笑い顔 帽子等着用 サングラス使用 眼鏡が反射 目線が正面でない

顔を傾けている 正面を向いていない 印字不良 画像を加工 ピントがずれている

運転免許申請用写真の基準

不適当な写真（例示）　

上三分身でない。

（医療用を除く）

　提出された写真が申請用として不適当な場合は、直接撮影（免許センターのみ）
又は写真の再提出となります。

適正な写真
○ 写真サイズ
・ 更新、再交付及び試験等の手続き ～ 縦３㎝×横２．４㎝
・ 国外（国際）運転免許証 ～ 縦５㎝×横４㎝

○ 撮影日 ～ 申請日前６か月以内に撮影したもの。
○ 無帽、正面、上三分身、無背景（単一色）
○ 裏面に氏名及び撮影年月日を記載

その他の不適当な写真（例示）

○ マスク等を使用しているもの
○ 不鮮明（明るすぎ、暗すぎる、変色、キズ又は汚れ等）なもの
○ 洋服が見えず、裸に見えてしまうもの
○ 写真専用紙で印刷していないもの

等のほか、容易に個人識別ができないもの。



２　写真撮影時の留意事項

医療上等の理由により平素から医療用の帽子、かつら、ウィッグ、スカーフ等を使用され
ている方は、個人識別ができる範囲において使用できますので、職員に申し出てください。


